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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書（仕様書、図面、見本又はその他発

注者の指示を含む。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び仕

様書を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の納入物品（以下「物品」という。）を契約書記載の納入期間（以下「期

間」という。）までに発注者が指定する場所に納入し、発注者に引渡すものとし、発注者は、そ

の契約代金を支払うものとする。 

３ 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注

者の指示に基づいて随時履行するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはな

らない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

（秘密の保持） 

第３条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後も同

様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第４条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他の法令に定めるものを守らなければ

ならない。 

 

（契約内容の変更等） 

第５条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約内容の変更又は納入の中止をす

ることができる。 

２ 前項の場合において、契約金額又は納入期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者

協議のうえ定めるものとする。 

３ この契約締結後、市場価格に著しい変動があった場合は、その実情に応じて発注者と受注者

協議のうえ契約金額を変更することができる。 

 

（検査及び引渡し） 

第６条 発注者は、受注者が第１条第２項又は第３項の履行が完了したときは、その日から起算

して１０日以内に受注者立会いのうえ検査を行い、検査に合格したものについては、引渡しを

受けるものとする。 

２ 検査に必要な費用及び検査のために変質、変形、消耗、き損又は破壊したものを現状に復す

る費用は、すべて受注者の負担とする。 

３ 受注者は、第１項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取り、発注者の指定す

る期日までに物品を納入するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。 

 

（契約代金の支払） 

第７条 受注者は、前条第１項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に請求するこ

とができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して３０日以内に契約代

金を支払わなければならない。 

 

（危険負担） 

第８条 第６条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の引渡しの前に生じた物品に

ついての損害は、発注者の責に帰する事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 第６条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）により引渡された物品が種

類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対

し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することが



できる。 

２ 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する

ことができる。 

３ 前２項の規定は、発注者の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 

４ 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引渡した場合におい

て、発注者がその不適合を知ったときから１年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発

注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及

び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその不適合を知り、又

は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（履行遅滞における損害金等） 

第１０条 受注者の責に帰する事由により、納入期間内に物品を納入することができない場合に

おいては、発注者は、受注者に対して、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」という。）第８条第１項の規定に基

づき財務大臣が決定する率により計算した額の損害金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者の責に帰する事由により、第７条第２項の規定による契約代金の支払が遅延した場合

には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第８条第１項の

規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができ

る。 

 

（発注者の解除権） 

第１１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

（１）その責に帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないと明らかに認められ

るとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成すること

ができないと認められるとき。 

（３）受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（法人にあっては役員（非常勤である者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常

時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）

の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個

人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる

とき。 

ロ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

ヘ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下

請契約等」という。）に当たり、その相手方がイからホのいずれかに該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト この契約に係る下請契約等に当たり、イからホのいずれかに該当する者をその相手方と

していた場合（ヘに該当する場合を除く。）において、発注者が受注者に対して当該下請契

約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

チ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、

遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の１０分の１を違約

金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 




